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☛ 税務支援

令和６年分 確定申告（電子申告）に係るお願い

令和６年分確定申告は、例年どおり電子申告により行い

ますが、税理士の代理送信からマイナンバーカードを使

用した本人送信に切り替えます。

従って、電子送信の際には申告者本人のマイナンバーカ

ードが必要になります。

マイナンバーカードのご準備をお願いいたします。

また、マイナンバーカードの署名用パスワードも必要と

なります。

※証明書用パスワードとは、英数６文字以上１６文字

以内で設定されたパスワードで、数字４桁のパスワ

ードではありません。

※証明用パスワードを失念している場合は、役場の窓

口でパスワードの再設定の手続きを行ってください。
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商工会は経営支援を通じて企業の未来に貢献する！

八百津町商工会

加茂郡八百津町八百津3800－4

TEL（0574）43－0266　FAX（0574）43－2448

E－mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp
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☛ 労務関連

〇 労働保険の手続きはお済ですか？

常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働

者を一人でも雇っている事業主は、農林水産業の一部を除き、必ず

労働保険の成立手続きをしなければなりません。

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。

「労災保険」は、労働者が仕事（業務）や通勤が

原因で負傷した場合、また病気になった場合や亡

くなった場合に、労働者本人や遺族を保護するた

めの給付等を行っています。

「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続

けることが困難になった場合、また自ら教育訓練

を受けた場合に、生活雇用の安定就職の促進を図

るための給付等を行っています。

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に

使用されるもので、労働の対価として賃金が支払

われる者をいいます。労災保険は、短時間労働者

（パート、アルバイト等）を含むすべての労働者が

対象となります。雇用保険は短時間労働者でも、

一週間の所定労働時間が二十時間以上で、かつ雇

用見込み三十一日以上である場合は手続きをしな

ければなりません。

※詳しくは、下記へお問合せください。

岐阜労働局総務部労働保険徴収室 ℡ （０５８）２４５－８１１５

労働労働基準監督署 ℡ （０５７５）２２－３２５１

ハローワーク美濃加茂（公共職業安定所） ℡ （０５７４）２５－２１７８

八百津町労働保険事務組合 ℡ （０５７４）４３－０２６６


